
庁舎型勤務職員の勤務時間の弾力化の実施について 

１．目的 

現在の庁舎型勤務を基本としながらも、勤務時間外に恒常的な業務が発生して

いる職場等において、実情に合った勤務形態を設定することで、勤務時間を適正

化し、労働時間の縮減および働きやすい職場づくりを目指す。 

２．適用職場 

  現在、シフト勤務を行っていない全職場。 

３．勤務シフト 

  ① シフト１ 
   7:45           11:15  12:15              16:30

  ② シフト２ 
    8:00           11:30  12:30              16:45

  ③ 庁舎型 
      8:30           12:00  13:00              17:15

  ④ シフト３ 
          9:30           13:00  14:00              18:15

  ⑤ シフト４ 
             10:30           14:00  15:00              19:15

  ⑥ シフト５ 
                  11:30           15:00  16:00              20:15

４．適用開始日 

  平成２９年１０月１日 
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